
三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 七 号 

 認 知 機 能 検 査 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。  

  平 成 二 十 一 年 四 月 二 十 八 日  

                   三 重 県 公 安 委 員 会 委 員 長   寺   田   直   喜  

 

   認 知 機 能 検 査 員 に 係 る 講 習 に 関 す る 規 則  

 改 正  平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号  

 改 正  令 和 四 年 四 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号  

 （ 趣 旨 ）  

第 一 条  こ の 規 則 は 、 三 重 県 公 安 委 員 会 が 行 う 介 護 保 険 法 （ 平 成 九 年 法 律 第 百 二 十 三 号 ） 第 五 条

の 二 に 規 定 す る 記 憶 機 能 及 び そ の 他 の 認 知 機 能 に 関 す る 検 査 （ 以 下 「 認 知 機 能 検 査 」 と い う 。 ）

の 実 施 に 必 要 な 技 能 及 び 知 識 に 関 す る 講 習 （ 以 下 「 認 知 機 能 検 査 員 講 習 」 と い う 。 ） に つ い て

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 講 習 ）  

第 二 条  認 知 機 能 検 査 員 講 習 は 、 二 十 一 歳 以 上 の 者 に 対 し て 行 う も の と す る 。  

２  認 知 機 能 検 査 員 講 習 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 項 目 に つ い て 行 い 、 そ の 講 習 時 間 は 、 当 該 各 号 に

定 め る と お り と す る 。  

一  高 齢 者 と 認 知 症 （ 介 護 保 険 法 第 五 条 の 二 に 規 定 す る 認 知 症 を い う 。 ） の 実 態 及 び 基 礎 理 論  

九 十 分  

 二  高 齢 運 転 者 対 策 の 概 要  六 十 分  

 三  認 知 機 能 検 査 の 実 施 方 法  百 五 十 分  

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 は 、 当 該 各 号 に 規 定 す る 講 習 等 を 終 了 し た 旨    

 が 記 載 さ れ て い る 書 面 を 提 出 す る こ と に よ り 、 前 項 第 一 号 及 び 第 二 号 に 掲 げ る 項 目 の 講 習 を 省  

 略 す る こ と が で き る 。  

 一  認 知 機 能 検 査 の 導 入 に 当 た り 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー が 実 施 し た 高 齢 者 講 習 指 導 員 補 充  

  講 習 を 終 了 し た 者  

二  前 号 の 者 が 補 充 講 習 の 内 容 を 伝 達 す る こ と に よ る 講 習 （ 伝 達 補 充 講 習 ） を 終 了 し た 者  

三  平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー  

 が 実 施 し た 高 齢 者 講 習 指 導 員 研 修 を 終 了 し た 者  

四  平 成 二 十 一 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー  

 が 実 施 し た 新 任 運 転 適 性 指 導 員 研 修 又 は 運 転 適 性 講 習 指 導 員 研 修 を 終 了 し た 者  

 （ 受 講 申 請 ）  

第 三 条  認 知 機 能 検 査 員 講 習 を 受 け よ う と す る 者 は 、 認 知 機 能 検 査 員 講 習 受 講 申 請 書 （ 別 記 様 式

第 一 号 ） を 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 終 了 証 明 書 の 交 付 ）  

第 四 条  公 安 委 員 会 は 、 認 知 機 能 検 査 員 講 習 を 終 了 し た 者 に 対 し て 、 認 知 機 能 検 査 員 講 習 終 了 証

明 書 （ 別 記 様 式 第 二 号 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 公 示 の 方 法 ）  

第 五 条  公 安 委 員 会 は 、 認 知 機 能 検 査 員 講 習 を 実 施 し よ う と す る と き は 、 日 時 、 場 所 等 そ の 他 必

要 な 事 項 を 公 安 委 員 会 の 掲 示 板 に 掲 示 し て 公 示 す る も の と す る 。  

 （ 雑 則 ）  

第 六 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 認 知 機 能 検 査 員 講 習 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。 

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 二 十 七 年 三 月 二 十 四 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 二 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

    附  則 （ 令 和 四 年 四 月 一 日 三 重 県 公 安 委 員 会 規 則 第 三 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 五 月 十 三 日 か ら 施 行 す る 。  



 

 別記様式第１号（第３条関係） 

 番号 第     号 

 

認知機能検査員講習受講申請書 

年  月  日  

  三重県公安委員会 様 

  認知機能検査員に係る講習に関する規則に規定する認知機能検査員 
 講習を受講したいので申請します。 

 

住 所  

 

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日（   歳） 

自動車安全運
転センター等
が行う講習等
の受講の有無 

有   ・   無 

 

手数料証紙はり付欄 

 

 備考 自動車安全運転センター等が実施した講習等を受講した者は、同講 
   習等を終了した旨が記載されている書面の写しを添付すること。 
                             （規格Ａ４） 



 

 別記様式第２号（第４条関係） 

第     号 

 

認知機能検査員講習終了証明書 

住所 

氏名 

年  月  日生 

 

 

 上記の者は、    年  月  日、認知機能検査員に係る講習に

関する規則に規定する認知機能検査員講習を終了した者であることを証

明する。 

 

                        年  月  日 

 

                三重県公安委員会    印 

 
 
 

                                                                 （規格Ａ４） 


